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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　折畳自転車を内部に収納でき、底面部にキャスターが設けられ、不使用時には前記底面
部を二つ折りにして折り畳むことができる収納袋において、
　前記二つ折りされた底面部の間に収納袋のほぼ全体が折り込まれることにより収納袋が
小さく畳み込まれ、自転車使用時には当該自転車のシートポストに前記小さく畳み込まれ
た収納袋を取り付けた状態で乗車することができ、
　前記底面部に一対の硬質の板状体を配設し、これら一対の板状体の間に折曲自在の柔軟
シート状部材を配設してこれら板状体を連結し、これにより前記一対の板状体が前記柔軟
シート状部材の部位で折曲自在に設けられ、
　これにより、二つ折りされた前記底面部の間に収納袋が小さく畳み込まれ、
　前記柔軟シート状部材の折曲部位には、この部位を上方に引き上げることができるベル
ト部材を設け、
　これにより、収納袋内に折畳自転車を収納し、前記ベルト部材を前記自転車フレームに
巻回して収束し固定することにより前記柔軟シート状部材が上方に引き上げられて収納袋
の底面部が略平面状となることを特徴とする折畳自転車用収納袋。
【請求項２】
　前記収納袋の底面部の上面に更に補強用のシート部材を配設し、このシート部材の一側
縁が前記底面部の一側縁に接続していることを特徴とする請求項１に記載の折畳自転車用
収納袋。
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【請求項３】
　前記一対の硬質の板状体が金属製であり、これらを連結する柔軟シート状部材が合成樹
脂製であり、この合成樹脂製の柔軟シート状部材の２枚を接合して、その両端部で前記金
属製板状体を挟み込み、連結固定されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の折
畳自転車用収納袋。
【請求項４】
　前記柔軟シート状部材の折曲部位に設けたベルト部材が、その両端部で相互に係止され
る係止具が設けられたベルトからなり、このベルトが前記柔軟シート状部材の折曲部位の
下面を挿通させたもの、又は、前記底面部の折曲部位に連結されたものであることを特徴
とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の折畳自転車用収納袋。
【請求項５】
　前記小さく畳まれた収納袋が別体のバンド部材により巻回されて固縛され、別体の保管
用収納袋に収納され、且つ前記柔軟シート状部材と反対側をシートポストの側に向けて前
記保管用収納袋に収納し、当該保管用収納袋に設けられたベルトによって自転車のシート
ポストに取り付けることができることを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の
折畳自転車用収納袋。
【請求項６】
　底面部に設けたキャスターが着脱自在であることを特徴とする請求項１乃至５の何れか
１項に記載の折畳自転車用収納袋。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、折畳自転車用収納袋の改良に関するものである。この折畳自転車用収納袋は
、いわゆる輪行袋と呼ばれるものを含む広い意味を有するものである。
【０００２】
　この輪行袋というのは、これを担いで目的地に行き、その目的地でこの輪行袋の内部に
分解収納された自転車を取り出して組み立て、その地でサイクリング等を楽しむために利
用される運搬用の袋をいうのであるが、本発明ではこのような輪行袋を含むより広い概念
として、分解されない単に折り畳んだ状態の折畳自転車をも収納できる収納袋の改良に関
するものである。
【背景技術】
【０００３】
　上記輪行袋の従来例としては、下記の特許文献に記載のものを挙げることができる。
　下記特許文献１に記載の輪行袋は、従来からあるソフトケースタイプで、スライドファ
スナーによる開閉口を有するものであるが、袋内に収納された自転車の破損等や、袋が他
人に衝突した際にその人に怪我を負わすことがないように工夫されたものである。
　即ち、この輪行袋に空気やガス等を封入できる空間部を設け、その空間部内に空気等を
出し入れできる構成を採用し、緩衝性能を付加したものである。
　そして、この輪行袋は、いわばバック或いはカバン形式のものである。
【０００４】
　下記特許文献２に記載の輪行袋は、輪行袋の底面に折り畳み可能なキャスター付きの板
を設けて、搬送する際に便利なものとしたものである。
　この輪行袋においても、その分解状態自転車を収納する袋部は、いわばカバン形態のも
ので、その上方部にスライドファスナー付きの開閉口が設けられたものである。
【０００５】
　下記特許文献３に記載の輪行袋においても、その袋部はやはりカバン形態のもので、そ
の上方部にはスライドファスナー付きの開口部が形成されたものであるが、その袋の縦方
向対称位置にやはりスライドファスナーを設けて、袋の横方向の長さを長短自在に変更で
きるものである。
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　輪行袋内に収納する自転車は、車輪を分離して小さくして収納するのであるが、その際
両輪を分離する場合も、また前輪のみを分離する場合もあり、分解した状態の自転車の大
きさや形状は種々異なるものとなる。
　この異なる大きさの自転車を収納することができるように、この特許文献３に記載のも
のが考案されたのである。
【０００６】
　尚、この種の収納袋にあっては、例えば、鉄道車両等に乗車する際には、その内部の自
転車が外部から見えたり、その一部が外部に露出したりすると危険物として取り扱われて
しまうために、折り畳まれた自転車の全体を完全に被覆する必要があるものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００８－２０１３９４号公報
【特許文献２】特開２００１－３５３０１５号公報
【特許文献３】実用新案登録第３００１６１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本願発明においても、上記従来の輪行袋のようなバッグ形態を有するものであって、特
に上記従来の特許文献２に記載されたキャスター付きのものの改良に係るものである。
　そして、本願発明では、まず当該収納袋を小さく畳めることをその第一の課題としてお
り、それによって不使用の際は、組み立てられた折畳自転車のシートポストに取り付けて
保管することができるものとなるのである。
【０００９】
　また、内部に折畳自転車を収納する関係上、その底面部は丈夫な構造を有している必要
があり、且つ、キャスターを底面部の下面に設ける関係上、同様にその底面部は丈夫な構
造とする必要がある。
　このように、丈夫な構造であって、尚且つ折り畳める構造とすることも本願発明の課題
となる。
【００１０】
　上記のように底面部を折畳構造とすることにより、その折曲部の構造が問題となり、つ
まり、折曲可能ということは、何れの方向にも、つまり、上方にも或いは下方にも折曲可
能となり、内部に折畳自転車を収納した際には、この底面部の下方向への折曲を防止する
手段も考慮せねばならない。この点も本願発明の課題となる。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明の第１のものは、折畳自転車を内部に収納でき、底
面部にキャスターが設けられ、不使用時には前記底面部を二つ折りにして折り畳むことが
できる収納袋において、前記二つ折りされた底面部の間に収納袋のほぼ全体が折り込まれ
ることにより収納袋が小さく畳み込まれ、自転車使用時には当該自転車のシートポストに
前記小さく畳み込まれた収納袋を取り付けた状態で乗車することができ、前記底面部に一
対の硬質の板状体を配設し、これら一対の板状体の間に折曲自在の柔軟シート状部材を配
設してこれら板状体を連結し、これにより前記一対の板状体が前記柔軟シート状部材の部
位で折曲自在に設けられ、これにより、二つ折りされた前記底面部の間に収納袋が小さく
畳み込まれ、前記柔軟シート状部材の折曲部位には、この部位を上方に引き上げることが
できるベルト部材を設け、これにより、収納袋内に折畳自転車を収納し、前記ベルト部材
を前記自転車フレームに巻回して収束し固定することにより前記柔軟シート状部材が上方
に引き上げられて収納袋の底面部が略平面状となることを特徴とする折畳自転車用収納袋
である。
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【００１４】
　本発明の第２のものは、上記第１の発明において、前記収納袋の底面部の上面に更に補
強用のシート部材を配設し、このシート部材の一側縁が前記底面部の一側縁に接続してい
ることを特徴とする折畳自転車用収納袋である。
 
【００１５】
　本発明の第３のものは、上記第１又は第２の発明において、前記一対の硬質の板状体が
金属製であり、これらを連結する柔軟シート状部材が合成樹脂製であり、この合成樹脂製
の柔軟シート状部材の２枚を接合して、その両端部で前記金属製板状体を挟み込み、連結
固定されていることを特徴とする折畳自転車用収納袋である。
 
【００１６】
　本発明の第４のものは、上記第１乃至第３の発明において、前記柔軟シート状部材の折
曲部位に設けたベルト部材が、その両端部で相互に係止される係止具が設けられたベルト
からなり、このベルトが前記柔軟シート状部材の折曲部位の下面を挿通させたもの、又は
、前記底面部の折曲部位に連結されたものであることを特徴とする折畳自転車用収納袋で
ある。
 
【００１７】
　本発明の第５のものは、上記何れかの発明において、前記小さく畳まれた収納袋が別体
のバンド部材により巻回されて固縛され、別体の保管用収納袋に収納され、且つ前記柔軟
シート状部材と反対側をシートポストの側に向けて前記保管用収納袋に収納し、当該保管
用収納袋に設けられたベルトによって自転車のシートポストに取り付けることができるこ
とを特徴とする折畳自転車用収納袋である。
 
【００１８】
　本発明の第６のものは、上記何れかの発明において、底面部に設けたキャスターが着脱
自在であることを特徴とする折畳自転車用収納袋である。
 
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の第１のものにおいては、折畳自転車を内部に収納でき、底面部にキャスターが
設けられ、不使用時には前記底面部を二つ折りにして折り畳むことができる収納袋におい
て、前記二つ折りされた底面部の間に収納袋のほぼ全体を折り込み、収納袋を小さく折り
畳むことができ、これにより自転車の使用時には、この自転車のシートポストに前記小さ
く折り畳まれた収納袋を取り付けた状態のままに乗車することができることとなり、収納
袋を自転車に一体化させて使用することができ、極めて便利なものとなる。
【００２０】
　本発明においては、収納袋の底面部の構成をより具体化したものである。
　即ち、当該底面部に一対の硬質板状体を配設し、これらを柔軟シート状部材で連結して
いるために、この柔軟シート状部材の部位で折曲自在となり、この部位で底面部が折り畳
まれることとなるのである。
　これにより、本発明に係る収納袋は、底面部以外の収納袋のほぼ全体を底面部の間に折
り畳んで二つ折りすることが可能となり、収納袋の不使用時には極めてコンパクトにする
ことができ、且つ、自転車のシートポストに取り付けた状態で乗車することができること
となる。
 
【００２１】
　本発明においては、前記柔軟シート状部材の折曲部位に、この部位を上方に引き上げる
ことができるベルト部材を設けたものである。
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　即ち、収納袋の使用時には、底面部の上に折畳自転車を載置するのであるが、自転車の
重みを前記一対の硬質板状体が保持することができるが、中間で連結する柔軟シート状部
材の部位が自転車の重みで下方に折曲してしまう。
 
【００２２】
　これを防止するために、本発明においては、この柔軟シート状部材の折曲部位を上方に
引き上げるためのベルト部材を設けているのである。
　これにより、収納袋内に折畳自転車を収納した後、前記ベルト部材を自転車に巻回して
収束し固定することにより柔軟シート状部材が上方に引き上げられて収納袋の底面部は略
平面状に維持されることとなるのである。
【００２３】
　本発明の第２のものにおいては、上記発明において、収納袋の底面部の上面に更に補強
用のシート部材を配設し、このシート部材の一側縁が前記底面部の一側縁に接続している
ことを特徴とするものである。
　これにより、収納袋の底面部の補強が図られ、且つ、その補強用シート部材の一側縁が
底面部の一側縁に接続しているために、補強用シート部材が底面部から分離してしまうこ
となく、収納袋の底面部上に載置された状態を維持することができることとなるのである
。
 
【００２４】
　本発明の第３のものにおいては、一対の前記硬質板状体及び柔軟シート状部材の材質を
特定し、後者の構成をより限定したものである。
　即ち、柔軟シート状部材は、その２枚を重ね合わせ、その両端部で前記板状体を挟み込
んで連結固定されているものである。
　これにより、底面部を良好に折曲でき、且つ、金属製板状体の側縁部の保護をも図って
いる。
　尚、上記何れの発明においても、実施に際しては、この一対の硬質板状体は底面部の内
部に配設されるため、金属製のものを採用しても、その周縁部は外部に露出することなく
、保護された状態を維持することができる。
 
【００２５】
　本発明の第４のものにおいては、前記柔軟シート状部材の折曲部位に設けたベルト部材
の構成をより特定したものである。
　即ち、その両端部が相互に係止される係止具が設けられたベルトからなり、このベルト
が前記柔軟シート状部材の折曲部位の下面を挿通させたもの、又は、前記底面部の折曲部
位に連結されたものであることを特定したものである。
 
【００２６】
　本発明の第５のものにおいては、上記本発明に係る収納袋が二つに折り畳まれた底面部
の間に底面部以外の部分が全て折り畳まれて挟まれた状態とすることができ、この状態の
収納袋を別体のバンド部材によって巻回固定され、別体の保管用収納袋に収納できること
を限定したものである。
 
【００２７】
　この際に、小さく折り畳まれた収納袋は、その柔軟シート状部材と反対側をシートポス
トの側に向けて収納することにより、この部位がシートポストに接合する際にシートポス
トに食い込むような状態となり、シートポストにより密着した状態となり、保管用収納袋
に収納され、シートポストにより堅固に固定された状態となるのである。
【００２８】
　本発明の第６のものにおいては、底面部に設けたキャスターを底面部から取り外し自在
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に及び取り付け自在に形成したものである。
　これにより、自転車のシートポストに本発明に係る収納袋又は保管用収納袋を介して取
り付けた際に、予めキャスターを取り外しておくことにより、キャスターの横方向への出
っ張り（突出）を無くすることができ、自転車使用者のペダルの回転操作時に足の踵部分
が前記キャスターに接触するという問題も解消することとなる。
 
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の折畳自転車用収納袋に係る一実施形態の正面側から見た説明図であって
、内部に折畳自転車を収納した状態を図示している。
【図２】上記実施形態に係る本体部を折り畳み、バンド部材で固定した状態を図示した説
明図である。
【図３】上記実施形態に係る収納袋の本体部の開口部を全開し、その底面側から見た説明
図である。
【図４】上記実施形態に係る収納袋の本体部の開口部を開放した状態を示す説明図である
。
【図５】図４の拡大図である。
【図６】図５に示した底面部の上に設けた補強用シート部材を捲り上げた状態を図示した
説明図である。
【図７】上記実施形態に係る底面部の内部構造を示す説明図である。
【図８】上記底面部の内部に設備される折曲部材の説明図であり、その（Ａ）が斜視説明
図、その（Ｂ）が前図の正面図である。
【図９】上記実施形態に係る収納袋内部に折畳自転車を収納する状態を示す説明図である
。
【図１０】上記実施形態に係る収納袋を折り畳んだ図２の状態のものを保管用収納袋に収
納し、この保管用収納袋を自転車のシートポストに固定した状態を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下添付の図面と共に、本発明の実施形態について説明する。
　図１は、本発明の折畳自転車用収納袋に係る一実施形態の正面側から見た説明図であっ
て、内部に折畳自転車を収納した状態を図示している。
【００３１】
　本発明に係る収納袋は、正面視略矩形形状のバッグ形態を有する本体部１０から成り、
その底面部１１には複数のキャスター１２（本実施形態では４個）が設けられ、その正面
側と背面側の上部には取手部１３、１３がそれぞれ設けられ、その上面部とその両側襠部
の適宜位置まで開口部１５が設けられ、スライドファスナーによって開閉自在に形成され
たものである。
【００３２】
　この外観形態については、従来の収納袋と同様のものである。
　また、その本体部１０の素材は、合成樹脂製生地、例えばポリエステル生地等から形成
され、その取手部１３に関してもナイロン生地の堅牢な帯状部材から構成されており、取
手部１３の握り部には合成皮革製のカバーを設けている。
【００３３】
　本発明においては、その内部構造、とりわけ底面部１１の構造等に特徴がある。
　この収納袋の本体部１０は折り畳むことができる。
　図２は、この実施形態に係る本体部を折り畳み、バンド部材で固定した状態を図示した
説明図である。
【００３４】
　この図２の如く、本発明に係る収納袋の本体部１０は、底面部１１の略中央部位１１ｃ
で二つ折りすることができる。
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　また底面部１１の下面にはキャスター１２が設けられており、図中左側に２個、図中右
側の向こう側にも２個設けられ、合計４個設けられている。
【００３５】
　これらのキャスターは、底面部１１から着脱自在とすることができる。
　これらのキャスターを取り外し自在及び取り付け自在とすることにより、幅方向におい
てキャスターの部分の出っ張り、即ち突出を無くすることができ、幅方向長さを短いもの
とすることができる。
　これにより、小さく畳み込まれた本発明に係る収納袋を自転車のシートポストに取り付
けた際に邪魔にならないというメリットがある。
【００３６】
　着脱自在の構造としては、このキャスターの支軸に雄ネジを刻設して螺着できるように
したり、横方向（水平方向）にスライドできる構成を採用して、それぞれのキャスターを
着脱自在に形成することもできる。
　このようなキャスターの取り外し構造は、自由に設計変更することができる。
【００３７】
　以上のように、本発明に係る収納袋の本体部１０は、底面部１１の略中央部位１１ｃで
二つ折りされ、その二つ折りされた底面部１１、１１の間に、他の部分である本体部１０
の全てが挟み込まれ、最後に別に用意した別体のバンド部材３０によって巻回され、固定
されるのである。
　この二つ折りされた本体部１０は、やはり別体の保管用収納袋の中に収納され、例えば
、後に説明するように自転車のシートポストに固定しておくことができることとなるので
ある。
【００３８】
　図３は、上記実施形態に係る収納袋の本体部の開口部を全開し、その底面側から見た説
明図である。
　この図から良く解る通り、本発明に係る収納袋の本体部１０は、その底面部１１が適宜
厚地に形成され、この略長方形形状の底面部１１に４個のキャスター１２が設けられ、正
面部１４、背面部１６、そしてこれら正面部１４と背面部１６の上部に設けられた取手部
１３、１３とからなり、その上面部１８とその両側の襠部１７、１７に設けた開口部１５
はスライドファスナー１５ｆによって開閉できるのである。
【００３９】
　図４は、上記実施形態に係る収納袋の本体部の開口部を開放した状態を示す説明図であ
る。　
　本体部１０の上面部１８及び襠部１７、１７に設けたスライドファスナー１５ｆを開放
して開口部１５が開口する。
【００４０】
　この状態で本体部１０の底面部１１が現れる。
　図４に見えている底面部１１は、補強用シート部材２１がその上面に敷設されている。
　勿論、この補強用シート部材は合成樹脂製で、その略中央部で折曲できる構成である。
つまり、底面部１１の折曲動作に追従できる構成としている。
【００４１】
　図５は、前図４の要部（底面部）拡大図である。
　図６は、前図５に示した底面部の上に設けた補強用シート部材を捲り上げた状態を図示
した説明図である。
　これらの図から良く解る通り、底面部１１の上面には補強用シート部材２１が設けられ
、この補強用シート部材２１の一側縁部２１ｓが底面部１１と接続している。
【００４２】
　従って、この補強用シート部材２１は、底面部１１と分離することなく、常に底面部１
１の上に配置されることとなる。
　また補強用シート部材２１の裏面には、適宜複数の面ファスナーも設けられており、こ
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の面ファスナーによって底面部１１の上面に設けた面ファスナーと相互に係着し、固定さ
れる。
【００４３】
　尚、これらの図では、後に再度説明するが、ベルト部材２４ｆ、２４ｈを見て取ること
ができる。
　これらのベルト部材２４ｆ、２４ｈは、これらの端部で相互に係止され、底面部１１上
に折畳自転車を載置した後に、これらのベルト部材２４ｆ、２４ｈを前記自転車のフレー
ムに巻回し、それらの端部で係止することによって底面部１１が上方に引き上げられ、底
面部１１が略水平状態に維持されることとなるのである。
【００４４】
　図７は、上記実施形態に係る底面部の内部構造を示す説明図である。
　図８は、この底面部の内部に設備される折曲部材の説明図であり、その（Ａ）が斜視説
明図、その（Ｂ）が前図の正面図である。
　図７では、手Ｈの指によって、底面部１１の表地１１ｕを上方に捲り上げ、内部の硬質
板状体２２と柔軟シート状部材２３が見える状態に描いている。
　これらの図に示した通り、本実施形態に係る収納袋の底面部１１の内部には、折り畳み
自在の図８に示した折曲部材が配設されるのである。
【００４５】
　この底面部１１内に配設される折曲部材は、一対の略矩形形状の硬質の板状体２２、２
２と、これらの板状体２２、２２を連結する柔軟な柔軟シート状部材２３とから成る。
　上記板状体２２は、アルミニウム製の板状体を使用し、柔軟シート状部材２３としては
合成ゴム製シートを使用している。
【００４６】
　より具体的には、板状体２２を所定間隔に維持して２枚の柔軟シート状部材２３、２３
を接合し、これら２枚の柔軟シート状部材２３、２３の両端部で前記板状体２２を挟持し
、リベットにより連結固定したものである。
　従って、この底面部１１内に配設する折曲部材は、中央の柔軟シート状部材２３の部位
で折曲可能に形成されているのである。
【００４７】
　そして、板状体２２、２２の下面には、キャスター１２がそれぞれ固定されることとな
るのである。
　上記の折曲部材（一対の板状体２２と柔軟シート状部材２３）は、底面部１１の表地１
１ｕと裏地１１ｓの間に配設されている（図７参照）。
【００４８】
　図９は、上記実施形態に係る収納袋内部に折畳自転車を収納する状態を示す説明図であ
る。
　この図にある通り、本体部１０の開口部１５を全開して、その底面部１１の上に折畳自
転車を載置する。
【００４９】
　その後、底面部１１の正面側及び背面側の側縁部の略中央部位に設けたベルト部材２４
ｆ、２４ｈの端部に設けたバックル部２５を相互に係止して、底面部１１の折曲部位であ
る略中央部位を上方に引き上げるのである。
　上記ベルト部材２４ｆ、２４ｈによる上方への引き上げがないと、底面部１１の下面に
はキャスターが設けられており、そのキャスター１２、１２の間に底面部１１の折曲部が
位置し、この折曲部位が下方に折れ曲がってしまい、地面に接触する状態となるからであ
る。
【００５０】
　即ち、この折曲部位は、丁度柔軟シート状部材の位置にあり、上記したとおりアルミ製
板状体の間に位置しており、その柔軟な材質から下方に折れ曲がる状態となってしまうの
である。
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　この下方に折れ曲がって折曲部位を上方に引き上げるために、上記ベルト部材２４ｆ、
２４ｈの端部を上方に引き上げ、自転車のフレームを介してその端部のバックル部を係止
することにより底面部１１の略中央部の折曲部位が上方に引き上げられ、図１に図示した
通り、その底面部１１が略平面状態に、即ち略水平状態に維持されることとなるのである
。
【００５１】
　このように、本発明においては、底面部をその略中央部位で折曲可能とし、しかもその
折曲部位が内部に自転車を収納した状態で下方に折れ曲がらないように、その底面部が略
平面状態を維持できるような構成としているのである。
【００５２】
　図１０は、上記実施形態に係る収納袋を折り畳んだ図２の状態のものを保管用収納袋に
収納し、この保管用収納袋を自転車のシートポストに固定した状態を示す説明図である。
　本発明に係る収納袋は、上述した通り、底面部を二つ折りしてその底面部の間に底面部
以外の部分を全て挟み込んだ状態でバンド部材により固定して図２の状態とすることがで
き、これを保管用収納袋３５内に収納し、この保管用収納袋３５を折畳自転車Ｂのシート
ポストＰに取り付けた状態を図１０が図示している。
【００５３】
　この保管用収納袋３５には取り付け用のベルト３７、３７が設けられており、これらの
ベルト３７、３７をシートポストＰに巻き付けて固定し、取り付けることができるのであ
る。
【００５４】
　以上のようにして保管用収納袋３５をシートポストＰに取り付けることにより、当該保
管用収納袋３５は、その幅方向長さを極めて短くして、シートポストＰに取り付けること
ができ、これにより自転車の使用者のペダル回転操作に際して、使用者の踵等が保管用収
納袋３５に接触する恐れが少なくなるのである。
　更に、収納袋の底面部からキャスターを取り外した状態にしておけば、更にその幅方向
長さは短くなり、上記問題は殆ど解消されるのである。
【００５５】
　尚、ここで、前記保管用収納袋内に収納する本発明に係る収納袋の向きを、その収納袋
の底面部の折曲部である柔軟シート部材と反対側を自転車のシートポストの側に配置して
収納することにより、この保管用収納袋がシートポストに接合する部分は収納袋の底面部
と反対側の柔軟素材の部分となり、シートポストがこの保管用収納袋の側に食い込むよう
な状態に接合することとなり、本発明に係る収納袋が収納された保管用収納袋が堅固にシ
ートポストに固定されて、取り付けられることとなるのである。
【００５６】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明においては以下の通りその形態を
種々変更して実施することができる。
　本発明に係る収納袋の材質は、自由に選択することができるが、防水性を有するもので
あることが望ましく、その内側に緩衝性を有するものを内装したものであってもよい。
　その大きさも適宜自由に設計することができ、形状も必ずしも上記実施形態のようなボ
ックス形状でなく、折畳自転車を収納できる形状であればよい。
【００５７】
　上記一対の硬質の板状体は、上記実施形態ではアルミニウム製のものを使用したが、そ
の他の金属製のものであってもよく、これらを連結する柔軟シート状部材も合成ゴム製で
なく、その他の柔軟な合成樹脂製のものであってもよい。
　上記板状体の下面に固定するキャスターは、その取付軸に対して回転できるものが望ま
しい。
【００５８】
　その個数もそれぞれの板状体の下面に１個ずつであってもよいが、それぞれ２個ずつ、
全部で４個設けることが望ましい。
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　これらのキャスターは底面部と取り外し自在とし、着脱できるものとすることができる
。
【００５９】
　底面部の上に設けた補強用シート部材の材質も自由に選択することができ、上記した通
り、この補強用シート部材の一側縁を底面部の対応する一側縁部に連結しておくことが望
ましい。この補強用シート部材が底面部から分離してしまうことを防止したものである。
【００６０】
　この補強用シート部材の裏面と底面部の上面とに相互に係着できる面ファスナー等の係
着部材をそれぞれ設けておくことも望ましい。補強用シート部材の底面部上での移動やズ
レを防止することができるからである。
【００６１】
　底面部の略中央部、前記柔軟シート状部材の折曲部位に設けたベルト部材も、その端部
で相互に係止できるものであれば、自由に設計変更することができる。
　このベルト部材は、底面部の当該折曲部位にそれぞれ縫着した２本のベルト部材を使用
し、その端部でバックル等の係止具を利用して相互に係止できるものでよい。
　或いは、１本のベルト部材を使用して、その両端部に係止具を設け、この１本のベルト
部材を前記柔軟シート状部材の下面に挿通させて設けることもできる。
【００６２】
　このようにして、ベルト部材は、収納袋内に折畳自転車を収納してこの自転車のフレー
ムに巻回するように巻き付けて締め付け、その後端部の係止具を相互に係止して、底面部
の折曲部位が上方に引き上げられ、その底面部を略平面状に、つまり略直線状にすること
ができることとなるのである。
【００６３】
　以上、本発明は、収納袋の底面部構造を改良し、この底面部の内部に折曲部材を内装し
、その略中央の折曲部位にベルト部材を設けて、当該折曲部位を上方に引き上げることが
でき、それにより底面部を略水平状態に維持することができるように構成した折畳自転車
用収納袋を提供することができたものである。
【符号の説明】
【００６４】
　１０　本体部（収納袋）
　１１　底面部
　１２　キャスター
　１３　取手部
　１４　正面部
　１５　開口部
　１５ｆ　スライドファスナー
　１６　背面部
　１７　襠部
　１８　上面部
　２１　補強用シート部材
　２２　板状体
　２３　柔軟シート状部材
　２４ｆ、２４ｈ　ベルト部材
　２５　バックル部
　３０　バンド部材
　３５　保管用収納袋
　３７　ベルト（保管用収納袋の）
　　Ｂ　折畳自転車
　　Ｐ　シートポスト
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